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１ 計画策定に当たって 

 

（１） 計画策定の背景                            
 
   本市では、平成 16 年 3 月に 6 町が合併して誕生し、合併前の職員を新市に引き継いで

いるため、職員数は類似団体と比較しても多い状況にありました。 

このため、平成 17 年度に第１次の定員適正化計画を策定し、市民との協働により小さ

な組織で市民満足度の高い公共サービスの提供に努めながら、将来の職員定数 450 人以

下を目標とし、段階的に職員数の削減と人件費の抑制に取り組んできました。 

   しかしながら、全国的に人口減少、少子高齢化が進み、本市においては、それ以上に

加速して進んでいる中、市に求められるニーズは年々多様化・複雑化しており、様々な

地域課題へのきめ細やかな対応が求められています。 

   また、近年は、これまでに無い自然災害や感染症も発生しており、その対応も求めら

れています。 

   このような背景のもと、様々な公共ニーズに的確に対応し、より良い市民サービスを

提供していくためには、業務量に応じた人員の確保に加え、技術職・資格免許職の確保

に努めるとともに、業務効率化や既存体制の見直し、ＩＣＴの活用等による行政運営を

進め、公務能率を更に高めていく必要があります。 

 

 

（２） 計画策定の趣旨                            
 
   ２０２０対馬市定員管理計画は、質の高い行政サービスの維持・提供、効率・効果的

な行財政運営等を図るために必要とする適正規模の職員数を確保し、対馬市の最上位計

画である「対馬市総合計画」の実現に寄与するための計画として策定するものです。 
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２ これまでの定員適正化の取組と実績 

 

 『対馬市定員適正化計画』の取組と実績                      
 

   本市では、平成 17 年度に「対馬市定員適正化計画」を策定し、職員数の適正化に取り

組んできました。 

   特に、合併後 10年間は、合併により肥大化した職員数の削減に努め、第１次計画（平

成 17 年度～平成 21 年度）、第２次計画（平成 22年度～平成 26 年度）を策定し、計画期

間終了（平成 27 年 4月 1 日）時点では、合併時の職員数 825 人から 265 人を削減し、目

標 600 人を 40 人上回る結果となりました。 
 

  【表１】職員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※合併時は、平成 16 年 3 月 31 日現在、その他は 4 月 1 日現在の職員数 

 

 【表２－１】計画と実績 

計 画 名 （合併時点） 定員適正化計画 
第二次 

定員適正化計画 
計画なし 

期   間  平成 17～21 年度 平成 22～26 年度 平成 27～令和 2 年度 

職

員

数 

時  点 平成 16 年 3 月 1 日 平成 22 年 4 月 1 日 平成 27 年 4 月 1 日 令和 2 年 4 月 1 日 

目  標  793 人 ⇒ 660 人 631 人 ⇒ 600 人  

実  績 825 人 631 人 560 人 546 人 

増  減  ▲162 人（削減） ▲71 人（削減） ▲14 人（削減） 

人件費 (決算額) 
(平成 15 年度) 

6,729 百万円 

(平成 21 年度) 

5,741 百万円 

(平成 26 年度) 

4,841 百万円 

(令和 2 年度当初予算) 

4,770 百万円 

 うち職員給 4,429 百万円 3,419 百万円 3,051 百万円 3,036 百万円 

 

 

 

第１次 
定員適正化計画期間 
  （目標 660 人） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２次 
定員適正化計画期間 
  （目標 600 人） 
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【表２－２】計画と実績（4 月 1 日時点） 

   ●定員適正化計画    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ●第２次定員適正化計画 
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３ 職員数の分析 

 

（１） 県内１３市との比較                          
 

   本市における職員数を把握するため、平成 30 年 4 月 1 日現在における県内 13 市の人

口１万人当たりの職員数を比較しました。 

   これまで、組織のスリム化等により職員数の削減を進めてきたものの、一般行政及び

普通会計の職員数は県内で最も多い職員数であり、地域の特性（広域、集落点在、漁港数

等が多いなど）を考慮しても、依然として多い状況であることを示しています。 
 

  【表３－１】県内１３市の人口１万人当たり職員数（一般行政） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【表３－２】県内１３市の人口１万人当たり職員数（普通会計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表３－３】県内１３市の人口１万人当たり職員数（全職員） 
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（２） 類似団体との比較                           
 
   上記（１）と同様の目的から、平成 30年 4 月 1 日現在における類似団体の人口１万人

当たりの一般行政及び普通会計の職員数を比較しました。 

   類似団体（Ⅰ-１）との比較においても、普通会計では 127 団体中 126 番目と類似団体

の中で 2番目に多い職員数であることが示されています。 
 

【表４－１】類似団体の人口１万人当たり職員数（一般行政） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表４－２】類似団体の人口１万人当たり職員数（普通会計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 定員管理診断表による職員数の比較                   
 
   本市の定員管理の適正化を検討するため、総務省が提供する定員管理診断表により平

成 30 年 4月 1 日現在における職員数（一般行政・普通会計）で比較しました。その結果、

普通会計部門では単純値で 189 人、修正値 152 人の超過となっており、全ての部門で超

過している状況にあります。 
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【表５】定員管理診断表との比較表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 「第１０次定員モデル」による職員数の比較               
 
  総務省所管の「地方公共団体定員管理研究会」から平成 31 年 3 月に発表された「第 10

次定員モデル」により試算した、平成 30 年 4 月 1 日現在の一般行政職部門の職員数と比較

すると、15人の超過となっており、議会・総務、民生を除く部門で超過している状況にあ

ります。 
 

【表６】第１０次定員モデルとの比較表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部　　門
定 員 モ デル
試 算 職 員数

H30.4.1 現 在
職 員 数

超 過 数 超 過 率

議 会 ・ 総 務 110 98 ▲ 12 ▲ 12.2

税 務 20 24 4 16.7

民 生 104 76 ▲ 28 ▲ 36.8

衛 生 35 61 26 42.6

経 済 44 64 20 31.3

土 木 26 31 5 16.1

一般行政 計 339 354 15 4.2

人 人 ％人

第１０次定員モデルとは、各団体の職員数に最も相関関係のある行政需要に関連

する統計数値を基に、それぞれの団体における一般行政部門に属する平均的な職員

数を求めようとする定員管理の参考資料です。 

同じ分類に属する類似団体との比較に対し、このモデルは、統計的に職務と相関関係

の高いデータを選択し、多様な行政需要を踏まえた上で、平均的な職員数を計算式によ

り求めているため、より現実に近い数値を得ることができます。 

H30.4.1

現 在 住基人口 超 過 数 超 過 率 住基人口 超 過 数 超 過 率

職 員 数 10,000 10,000

A B C(A-B) C/A×100 D E(A-D) E/A×100

議 会 5 4 1 20.0 4 1 20.0

総 務 ・ 企 画 93 73 20 21.5 74 19 20.4

税 務 24 18 6 25.0 18 6 25.0

民 生 76 62 14 18.4 70 6 7.9

衛 生 61 25 36 59.0 23 38 62.3

労 働 0 0 0 0.0 0 0 ―

農 林 水 産 41 23 18 43.9 27 14 34.1

商 工 23 11 12 52.2 12 11 47.8

土 木 31 26 5 16.1 25 6 19.4

一般行政 計 354 244 110 31.1 253 101 28.5

教 育 56 46 10 17.9 39 17 30.4

消 防 95 26 69 72.6 61 34 35.8

普通会計 計 505 316 189 37.4 353 152 30.1

単純値による比較 修正値による比較

大 部 門

単純値及び修正値により算出した職員数との比較職　員　数

人 人 人 人 人％ ％

単純値

×

修正値

×
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４ 定員管理の課題 

 

（１） 将来の人口推計                            
 
   本市の人口は、合併後直近の平成 17 年国勢調査においては 38,481 人でしたが、年々

減少し、平成 27 年では 31,457 人まで減少しており、令和 7 年の人口は 29,074 人と推計

されています。        【表７】将来の人口推計 

   そのため、人口減少を見据えた

定員管理が必要となります。 
 

 

 

 

 

 

 

（２） 財政（職員給の抑制）                         

 

   合併後、職員数の適正化を進めてきたことにより、合併直後に比べ令和元年度では、

約 14 億円の職員給の削減となっています。 

   人口減少により、今後、さらに税収の減少が予想されることから、適正な規模の職員

数を確保しながら、職員給の抑制に努めることが課題となります。 
 

【表８】職員給の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 職員の年齢構成                            
 
   本市の正規職員は、合併後に職員数を削減するため、一般事務職については退職者不

補充期間があり、34 歳以下の職員数が他の年齢層と比較して少ない状況となっています。 

   このため、平成 26 年度から一般事務の社会人経験者枠の採用試験を実施し、アンバラ

ンスな年齢構成の解消に努めてきたところですが、まだ解消までには至っておらず、今

後の課題として捉える必要があります。 

 
 

38,481
34,407

31,457 30,305 29,074 27,864

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

平成17年

(国勢調査)

平成22年

(国勢調査)

平成27年

(国勢調査)

令和2年

（推計）

令和7年

（推計）

令和12年

（推計）

歳出額 職員給率 職員給の

H15比 H15比 経常収支比率

15年度 825 － 44,961 4,407 － 9.8 21.7

20年度 686 ▲ 139 29,863 3,620 ▲ 787 12.1 17.3

25年度 591 ▲ 234 34,852 3,142 ▲ 1,265 9.0 14.4

30年度 545 ▲ 280 31,208 2,969 ▲ 1,438 9.5 15.9

元年度 545 ▲ 280 32,107 2,961 ▲ 1,446 9.2 16.6

（単位：人、百万円、％）

職　員　給
年　度

職　員　数
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【表９】年齢層別の職員数（令和 2 年 4 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 技術職（土木・建築）、資格免許職（保健師・保育士）の確保        
 

   技術職の土木・建築と資格免許職の保健師・保育士については、近年、募集を行って

も応募者がいない、また、募集人員に達しない状況が続いており、職員の確保が厳しい状

況が続いています。 

特に、技術職にあっては、ここ数年、採用者がいない状況が続いています。 

   少子高齢化や近年の自然災害の発生状況を考えると、市民サービスの維持・向上を図

っていくためには、技術職・資格免許職の職員数を維持・確保していく必要があります。 
 

【表１０】技術職・資格職の採用者推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 技能労務職の不補充                          
 

   技能労務職については、基本的に退職者不補充の方針で進めてきました。 

   令和 2 年 4 月 1日現在の技能労務職の正規職員数は 3 名で、うち 2名は 55 歳以上であ

るため、2 名が退職した後の技能労務職のあり方について検討していく必要があります。 
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男性 女性

平均値 

63.3 

職員数(人) 18 49 45 43 57 98 90 58 66 22 546

構成比(％) 3.3 9.0 8.2 7.9 10.4 18.0 16.5 10.6 12.1 4.0 100

技術職（土木） 0 0 0 0 0

技術職（建築） 0 0 0 0 0

資格免許職（保健師） ― 2 0 1 1

資格免許職（保育士） 3 2 4 0 2

30年度 元年度 2年度職　　種 28年度 29年度
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【表１１】技能労務職の職員数 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 休職者、産休・育児休業者                       
 

 ① 休職者 

   近年、心身の故障による休職者は増加してきています。当該休職者が生じた場合は、

会計年度任用職員等による代替が難しい状況にあることから、休職者の部署の職員への

負担が増加するため、その対応が課題となっています。 
 

【表１２－１】心身の故障による休職者数 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 産前・産後休暇者、育児休業者 

   女性職員の産前・産後休暇及び育児休業は、毎年 10 人程度の取得者がおり、また、取

得する期間も平均で約 1年となっています。 

   育児休業については、今後、男性職員の取得も増えてくることが予想されます。 

   産休や育休により欠員が生じた場合は、その代替として会計年度任用職員による対応

を基本としていますが、その職員が技術職や資格免許職の場合、代替の確保が困難な状

況です。 

   また、代替の会計年度任用職員は、事務遂行能力がついてきた時期に任期満了を迎え

ることも課題の一つです。 
 

【表１２－２】育児休業取得者数 
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（７） 障がい者の雇用                            
 

   本市の障がい者雇用は、毎年、正規職員の募集を行っていますが応募者がいない、ま

た、採用に至らない状況が続いており、職員の確保が難しい状況です。 

令和元年度までは法定雇用率を若干上回っていましたが、障がい者の早期退職により、

令和２年度は、法定雇用率を下回りました。 

   さらに、令和 3年 3 月からは、法定雇用率が 0.1％引き上げられ 2.6％になります。 

   法定雇用率を僅かに超える状況では、1人の早期退職によりその率を下回ることから、

今後、障がい者の新たな雇用の場の拡大に取り組む必要があります。 
 

【表１３-１】障がい者合格者数      【表１３-２】障がい者雇用率（各年６月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

（８） その他の課題                             
 

 ① 会計年度任用職員制度 

   令和 2 年 4 月から会計年度任用職員制度が導入されました。 

   会計年度任用職員の業務については、定例的又は補助的な業務とした上で、適正な規

模で任用する必要があるものの、保育士など、正規職員の確保ができていない職種にお

いては、正規職員に近い責任を持った業務を行っている職員もおり、また、その規模につ

いても課題のある状況となっています。 

   正規職員が担うべき業務は会計年度任用職員ではなく、正規職員が担う体制づくりの

構築が課題となります。 
 

 ② 定年延長 

   定年延長については、現在、国家公務員の定年延長が議論されているところです。 

内容としては、60 歳の定年を令和 4 年度から 2年ごとに 1歳ずつ引き上げ、令和 12年

度には 65歳とするものとなっています。 

国家公務員が定年延長された場合には、地方公務員にも同様の定年延長が適用される

ことが想定され、その場合、定員管理面でも新たな課題が生じるものと考えています。 

 

 

 

 

 

0 0 0

1

0
0

1
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28年度 29年度 30年度 元年度 2年度

年　度 法定雇用率 本市雇用率 備　　考

28年度 2.30 2.09 障がい者1人不足

29年度 2.30 2.39 法定雇用者数充足

30年度 2.50 2.59 法定雇用者数充足

元年度 2.50 2.54 法定雇用者数充足

2年度 2.50 2.00 障がい者2人不足
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５ 新たな定員管理計画 

 

（１） 計画期間                               
 

   計画の期間は、『令和３年度から令和７年度まで』の５か年間とします。 

   なお、計画期間内において、社会情勢の変化や国の制度改正等により計画の見直しが

必要となったときは、的確かつ柔軟に対応するため、随時、本計画の見直しを行うものと

します。 

 

 

（２） 対象となる職員                            
 

   この計画における対象職員は、一般職に属する常勤の職員とし、フルタイムの再任用

職員及び定年延長となる職員を含みます。 

 

 

（３） 定員管理計画                             
 

 将来の職員定数の目標は、定員適正化計画を引継ぎ、４５０人以下としつつ、本計画期

間の職員目標数は、今後の社会情勢や環境の変化に柔軟に対応し得る安定した行政運営

体制を整えるため、一定の職員数を確保する必要があることから『令和８年４月１日現

在の職員数を５５０人』とします。 

 なお、フルタイムの再任用職員については、本計画の対象職員となるが、定年退職後に

再任用職員として任用を希望するか、また、希望した職員がフルタイム勤務又は短時間

勤務のどちらを選択するか予測が困難なことから、本計画においては、定年退職者の半

数がフルタイム勤務を選択すると仮定します。 
 

  【表１４-１】目標職員数（４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

現　状

2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 R8-R2

546 550 552 550 551 547 550 4

一般事務職 296 297 293 292 292 288 289 ▲ 7

技術職（土木・建築） 47 47 47 48 49 49 50 3

保健師 19 20 20 20 20 20 20 1

看護師・准看護師 8 9 9 8 8 8 8 0

管理栄養士・栄養士 5 7 7 6 6 6 6 1

保育士 30 32 33 34 34 35 36 6

幼稚園教諭 10 9 10 10 10 10 10 0

消防職 99 98 102 102 102 102 102 3

その他 32 31 31 30 30 29 29 ▲ 3

21 22 22 24 19 20 19 ▲ 2
目標職員数のうち、
フルタイム再任用職員数

区　　分
目　　　　　標

目標職員数
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  【表１４-２】職種ごとの定員管理の考え方 

職 種 定員管理の考え方 

一般事務職 
職員の公務能力向上及びＩＣＴの推進による業務の効率化を進め、効果的な

職員配置などにより、職員数の削減を図っていきます。 

技術職（土木・建築） 
近年、激甚化、頻発化する自然災害からのインフラの復旧と公共施設の維持

管理を迅速に対応するため、技術職員の確保に努めます。 

保健師 
乳幼児から高齢者まで幅広い分野において保健師に求められる役割が増し

ていることから、必要な人材確保に努めます。 

看護師・准看護師 
直営診療所の運営状況をみながら、現在の職員数を維持できるように努めま

す。 

管理栄養士・栄養士 
乳幼児から高齢者まで幅広い分野において栄養士に求められる役割が増し

ていることから、必要な人材確保に努めます。 

保育士 
恒常的な人材確保が厳しい状況であり、民間による管理運営も視野に、運営

に必要な職員数の確保に努めます。 

幼稚園教諭 公立幼稚園の運営に必要な職員数の確保に努めます。 

消防職 

高齢化の進展によりますます救急需要が増加することが予想され、市民が安

心・安全に生活できるよう、消防・救急力強化に必要な職員数の安定確保に

努めます。 

その他 
衛生施設の技術職については、民間による管理運営を視野に、退職者不補

充とします。また、技能労務職については、退職者不補充とします。 
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６ 定員管理の手法 

 

（１） 計画的な採用                             
 

   正規職員の採用については、退職者数を踏まえて行っていきますが、年度による退職

者数のバラツキや令和５年度からの定年延長も見据えながら行っていきます。 
 

  【表１５】退職者数と採用予定者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※ 新規採用予定者数は、その年度中に採用を決定する予定人数とする。 

 

（２） 社会人経験者の採用                          
 

   正規職員のアンバランスな年齢構成の解消については、これまでも即戦力となる社会

人経験者の採用による年齢の平準化に努めてきましたが、引き続き、市民サービスの向

上に寄与するため、専門的な知識や経験を有する社会人経験者の採用に取り組みます。 

 

 

（３） 技術職、資格免許職の確保への取組                   
 

   技術職、資格免許職については、職員採用試験への応募が少ないことから、試験区分

や受験対象年齢等を工夫するとともに、その技術職、資格免許職を養成する学校への働

きかけなども実施し、確保に努めます。 

2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度
計

(R3～R7)

22 8 10 5 14 0 37

一般事務職 11 6 4 2 8 0 20

技術職（土木・建築） 2 1 1 0 4

保健師 1 1 2

看護師・准看護師 1 1

管理栄養士・栄養士 1 1

保育士 1 2 1 4

幼稚園教諭 1 1 1

消防職 7 2 0 2

その他 3 1 1 2

26 10 8 6 10 3 37

一般事務職 12 2 3 2 4 1 12

技術職（土木・建築） 2 2 1 1 1 7

保健師 1 1 1 2

看護師・准看護師 1 0

管理栄養士・栄養士 2 0

保育士 2 1 2 2 2 1 8

幼稚園教諭 1 1 2

消防職 6 4 2 6

その他 2 0

4 2 ▲ 2 1 ▲ 4 3 0

区　　分

退職者数　　　　　　　A

新規採用予定者数　 B

職員増減数　　　B-A
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（４） 技能労務職のあり方                          
 

   技能労務職については、引き続き退職者不補充を実施します。 

   また、令和５年度には技能労務職員が１名となることから、技能労務職員のあり方に

ついて検討を進めます。 

 

 

（５） 精神疾患による休職に対する取組                    
 

   近年、心身の故障による休職者の増加が心配される状況であるため、休職を未然に防

ぐ取組や労働環境整備を図っていきます。 

   また、休職者が復職後に安定・継続的に勤務ができる支援体制の構築も検討を進めま

す。 

 

 

（６） 障がい者の雇用促進                          
 

   障がい者の雇用の促進等に関する法律に基づき、引き続き障がい者雇用を促進すると

ともに、障がい者が就労可能な職場、職種等の拡大に努めます。 

 

 

（７） 多様な職員の活用                           
 

   長年の職務経験の中で培った知識・技術・経験を有する再任用職員については、市民

サービスの維持・向上と職員の育成及び知識・技術の継承も含め、幅広い業務に従事す

る職員として活用していきます。 

   また、定例的又は補助的業務を担うための範囲内で、会計年度任用職員を活用します

が、過度な任用配置とならないように管理を行います。 

 

 

（８） 職員の能力の向上                           
 

   限られた人材で効率的かつ効果的な行政運営を図るためには、職員一人一人はもとよ

り組織全体の能力を向上させ、少数精鋭の組織体制を確立していく必要があります。 

そのために、人事評価結果の昇給・勤勉手当等への反映の制度創設、低評価者への能力

向上支援、効果的な職員研修の見直し等により、職員のスキルアップを図ります。 
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（９） 業務プロセスの見直し                         
 

   業務推進に当たっては、組織に蓄積した人、知識等の経営資源を最大限に活かし、既

存の業務フローに３Ⅿ（ムリ・ムラ・ムダ）がないか、現況と環境の変化を捉え、常にチ

ェックし、最適な業務フローに見直していきます。 

   また、中長期的なＩＣＴの更なる進展を捉えながら、積極的な活用等の新たな取組に

ついても講じていきます。 
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